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第１ 目的 

この入札及び契約心得（以下「心得」という。）は、航空自衛隊第３輸送航空隊会計隊（以

下「会計隊」という。）契約担当官又は契約担当官代理（以下「契約担当官等」という。）と

の間で実施する、請負、売買その他の契約について、入札に参加しようとする者、随意契

約の相手方となろうとする者及び契約を締結した者（以下「入札参加者等」という。）が知

り、かつ、守らなければならない事項を定め、契約の締結及び履行を円滑に行うことを目

的とする。 

 

第２ 通則 

入札参加者等は、この心得を熟知のうえ、競争参加資格審査の申請、一般競争契約の入

札、指名競争契約の入札、随意契約の見積書の提出及び契約の締結を行い、かつ、これら

に関する義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。 

 

第３ 入札参加資格 

航空自衛隊第３輸送航空隊で執行される一般競争入札又は指名競争入札（以下「一般競

争等」という。）に参加するためには、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）又は防衛省

整備計画局が発行する資格決定通知書を提出し、契約担当官等が認めた者でなければなら

ない。ただし、随意契約による場合（オープンカウンター方式を除く。）又は契約担当官等

が特に認めた場合はこの限りではない。 

 

第４ 公告等 

一般競争等に付そうとする場合は、次に掲げる事項を記載した公告、入札通知又は公示

（以下「公告等」という。）が入札期日の前日から起算して、少なくとも１０日前までに次

項に掲げる掲示場所等に掲示される。ただし、緊急を要するとき又は再度公告入札を実施

する場合は、その期間を５日前までに短縮することがある。 

(1) 公告、入札通知の記載事項 

ア 競争入札、公募又は企画競争に付する事項 

イ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

ウ 契約条項等を示す場所 

エ 競争執行の場所及び日時 

オ 保証金に関する事項 

カ 入札の無効に関する事項 

キ 契約書又は請書の作成の要否 

ク その他必要な事項 

(2) 公示の記載事項 

ア 公募又は企画競争に付する事項 

イ 競争に応募できる者の資格に関する事項 

ウ 提出を求める書類等の事項 

エ 競争執行の場所及び日時 
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オ 応募に当たっての留意事項 

カ その他必要な事項 

  (3) 掲示場所等 

   ア 会計隊事務室前掲示板 

   イ 航空自衛隊美保基地正門前掲示板 

   ウ 航空自衛隊美保基地ホームページ（調達情報） 

２ 指名競争又は随意契約による場合は、第１項に掲げる事項のうち必要となる事項を入

札（見積）通知書等により直接通知する。 

 

第５ 説明会 

説明会は原則実施しない。ただし、契約の目的に関して書面によることができない事項

や誤解が生じやすい事項について明らかにし、将来の紛争を避けるため、契約担当官等が

特に必要と認める場合は、都度実施に旨を公告等で通知する。 

なお、入札参加者等は仕様書等を熟読し、疑問点等を解消した上で競争に参加すること。 

 

第６ 入札保証金 

入札参加者等は、入札期日の前日（特段の理由がある場合は、入札期日）までに、見積

金額の１００分の５以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、公告等又は入札

（見積）通知書において入札保証金の納付を免除している場合はこの限りではない。 

２ 入札保証金の払込先は、航空自衛隊第３輸送航空隊歳入歳出外現金出納官とする。 

３ 入札終了後、落札者以外の入札参加者に対しては、直ちに入札保証金を返還する。 

４ 落札者が契約を結ばない場合は、納付された入札保証金は、国庫に帰属する。 

 

第７ 入札等 

入札参加者等は、公告等で定められた入札に参加又は随意契約の商議に応じる場合は公

告等又は入札（見積）通知書で定められた日時及び場所に印鑑筆記具、入札等の用紙類、

印紙を持参するものとする。 

２ 代理人を差し向ける場合は、当該契約目的についての経験、知識及び技術等を有し、 

かつ、入札等価格算定能力がある者でなくてはならない。 

３ 入札等の参加者が代理人である場合には、次に掲げる内容が記載され、かつ委任者及

び代理人双方が記名押印をした委任状を提出しなければならない。 

(1) 代理人の氏名 

(2) 入札等件名 

(3) 委任された権限の細部内容 

  例 入札書の提出に関する一切の権限 

入札書又は見積書の提出に関する一切の権限 

入札書又は見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限 

(4) 委任期間 

(5) 委任者の住所及び氏名 
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  （本社から支店等への委任の場合については、住所、支店等名および支店等代表 

者役職氏名） 

(6) 提出する宛先（契約担当官の役職氏名） 

４ 入札参加者等が一旦提出した入札書又は見積書の取替、変更又は取消（以下「取消等」

という。）はできない。ただし、郵送による提出の場合で、入札期日の前日（土、日及び

祝日を含まない。）に取消等を申し出た場合は、この限りではない。 

５ 入札等の日時に遅れた場合、入札参加者等は入札等に参加することができない。 た

だし、遅れたことについて天災地変等の真にやむを得ない理由があり、入札執行前にお

いて、入札参加者全員が認めた場合に限り入札への参加を認める場合がある。 

６ 契約担当官が郵送による入札等を認めた場合で、郵送により、入札等に参加しようと

する入札参加者等は、公告等に記載された照会先の担当者へ郵送による入札参加を伝え

るとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書等を郵送するものとする。 

(1) 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする。 

(2) 書留又は配達証明郵便により、公告等で示した期日までに到着するように契約担

当官宛に送付すること。 

７ 郵送による入札参加者等は、予算決算及び会計令第８３条に基づく再入札等は辞退し

たものとして取り扱う。 

８ 入札時の注意事項 

(1) 入札室への入室は、入札等日時の１５分前からとする。 

(2) 入札室における他者との私語・携帯電話等の使用等は禁止する。 

(3) 入札時の途中退出は原則として認めない。ただし、あらかじめ担当者を通じて契

約担当官等の許可を得た場合については、この限りではない。 

 

第８ 無効入札 

次の各号のいずれかに該当する入札等は無効とする。 

(1) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しないとき又は入札保証金納付額が所

定の額に達しないとき。 

(2) 入札（見積）書に記名等がないとき又は、品名（名称）、数量、金額等の記載が不

明なとき。 

(3) 同一の業者が、同一事項につき２通以上の入札書（代理人としての入札等を含む。）

を投函（提出）したとき。 

(4) 入札等に際し、不当に価格をつり上げ又はせり下げる目的をもって連合した者、

あるいは、他人の入札等参加を妨害した者又は入札執行職員の職務の執行を妨げた

者が入札したとき。 

(5) その他、入札等の公告若しくは通知又は心得その他契約担当官等の指示した入札 

条件に違反した入札をしたとき。 

(6) 郵送による入札等を認めない場合の郵送による入札 

(7) 委任状を持参しない代理人のなした入札 

(8) 入札金額又は入札単価が訂正された入札書 
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第９ 開札及び落札 

開札は、入札執行の場所で、入札参加者の目前で執り行う。また、提出された書類等の

点検を行った後、落札決定を行う。 

２ 落札者は、入札参加者のうち予定価格の制限内で最低（売払いに際しては最高）の入

札金額により入札を行った入札参加者とする。この場合において落札者となるべき同価

の入札を行った者が２者以上あるときは、くじにより直ちに落札者を決定する。その際、

郵送による入札による入札参加者で、くじを引けない者があるときは、これに代わって

入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 

３ 落札者が無いときは、最低の（売払いに関しては最高）の入札金額を明らかにした上

で、再度の入札を行う旨を告げ、引き続き入札を執り行う。 

４ 前項の再度の入札を執り行っても落札者がいない場合には、原則として、再々度の入

札は行わない。 

５ 予定価格が１千万円を超える工事又は製造その他請負契約の場合において、次のいず

れかに該当するときは、予算決算及び会計令に基づき、最低価格の入札金額であっても

落札者としないことがある。 

(1)  予定価格に比べて入札金額が不当に低いことにより、その入札金額では当該契 

約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。 

 (2)  最低価格の入札者と契約を結ぶことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって、契約の締結が著しく不適当であると認められるとき。 

６ 入札者は、前項の規定に該当し、契約担当官等から低入札価格調査を求められた場合、

次に示す調査に応じるものとする。 

 (1)  入札者は、契約担当官等が入札価格内訳書等の資料等の提出を求めた場合、必要

な資料等を提出しなければならない。 

 (2)  入札者が、契約担当官等が求める資料等を提出しない場合又は提出された資料等

が不十分である場合は、入札者に対して説明を求めることがある。 

 (3)  入札者が、契約担当官等が求める資料等を提出しない場合又は説明に応じない場

合は、当該契約の内容に適合した契約の履行がなされないおそれがあるものとして

落札者としない場合がある。 

７ 各回の入札においては最低（売払いに際しては最高）金額を提示した入札者名及び提

示金額のみ公表を行うものとする。 

 

第１０ 契約の締結 

入札の落札者又は随意契約により契約を締結しようとする者（以下「落札者等」という。）

は、契約担当官等の指定する日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。また、

契約の締結に要する費用は落札者等が負担するものとする。 

 (1)  契約書２部（双方記名押印後、各１部保管） 

    契約書の内容は、契約の目的、契約金額、履行期限（期間）、契約履行の場所、契

約代金の支払い又は受領の時期及び方法、監督及び検査、履行の遅滞、その他債務 

の不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他損害金、危険負担、契約不適合、 
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契約に関する紛争の解決法、その他必要な事項について定める。 

 (2)  請書１部 

    契約金額が２５０万円を超えない契約については、契約書に代えて請書を作成す

ることができる。また、１００万円未満の契約においては、請書の作成を省略する

ことができるものとする。 

 (3)  収入印紙の貼付 

    契約の内容により印紙税法の適用を受ける場合は、契約書若しくは請書のうち正

１部には、印紙税法に定める契約金額に応じた印紙を貼付しなければならない。 

 (4)  仕様書又は図面 

     仕様書又は図面を必要とする場合には、契約書若しくは請書に１部ずつ添付する

ものとする。 

２ 人権尊重の取組 

落札者等は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ

ン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施

策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

３ 保有個人情報等の安全管理等 

落札者等は、契約を締結しようとする内容に保有個人情報等が含まれている場合につ

いては、契約の締結に先立ち、保有個人情報等を取扱う従業員、責任者及び従業員の管理

体制及び実施体制並びに保有個人情報等の安全管理等の状況について確認する必要があ

ると認められた際、書面等により落札者等に通知する。通知を受けた落札者等は、個人情

報等に係る管理及び実施体制（別紙様式第２）、個人情報管理及び実施体制図（相手方様

式任意）及び、個人情報等の管理状況（別紙様式第３）について書面を作成し、契約担当

官等に提出して確認を受けるものとする。 

 

第１１ 契約保証金 

契約相手方は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しなければならない。 

ただし、契約保証金の納付を免除した場合を除く。 

２ 前項に基づき納付された契約保証金は、契約上の義務を履行しないときに国庫に帰属

される。 

 

第１２ 権利業務の譲渡等 

落札者等は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡、委任又は供してはな

らない。ただし、契約担当官等に書面にて申し出て承認を得た場合はこの限りではない。 

 

第１３ 納入 

契約相手方は、契約に基づく納入品等を契約納期までに必ず約定した納入場所に納入す

ること。納入品等は、特に指定のない限り新品による納入とする。 

 

第１４ 納期（履行）遅延 
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 契約相手方は、定められた納期若しくは履行期限を過ぎて、契約物品を納入又は履行を

完了する恐れがある場合には、納期（履行）猶予申請書及び同理由書を契約担当官等へ提

出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項により提出された納期（履行）猶予申請理由が、契約相手方の責によるものと契

約担当官等が判断した場合、契約相手方は航空自衛隊標準契約条項等で規定する遅延料を

支払うものとする。 

 

第１５ 契約解除 

 契約担当官等は、次の各号の一に該当する場合は、契約を一部又は全部を解除すること

ができる。 

 (1)  契約相手方が天災地変、その他契約相手方の責に帰しがたい理由以外で契約解除

を申し出たとき。 

 (2)  契約相手方が完全に契約の履行を行わないとき。 

 (3)  契約相手方が、契約上の義務に違反したことにより、契約目的を達する見込みが

なくなったとき。 

 (4)  誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合 

 (5)  その他、契約担当官等が必要と認めたとき。 

２ 前項による契約の一部又は全部の解除が契約相手方の責に帰すると契約担当官等が判

断した場合、航空自衛隊標準契約条項等に規定する違約金を徴収する。なお、本項は契

約書又は請書の徴取を省略したものについても適用するものとする。 

 

第１６ 支払 

契約相手方は、契約に基づく納入品等の納品後速やかに適法な請求書を作成し、分任資

金前渡官吏宛に提出するものとする。 

２ 代金の支払時期は、契約の履行に関する検査合格の確認後、分任資金前渡官吏が契約

相手方の適法な請求書を受領した日から、契約書若しくは請書を作成しており、工事の

場合は４０日以内、その他の場合は３０日以内、作成していないときは１５日以内とす

る。 

 

第１７ 不当介入を受けた場合の措置 

契約相手方は、自ら又は下請者等が、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準

ずる者（別紙第 ）（以下「排除対象者」という。）による不当介入を受けたことを認知し

た場合には、直ちに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、排除対象者によ

る不当介入の概要（別紙様式第 ）により契約担当官等に報告するものとする。 
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